
68

 
 

 

認定基準等チェック表 （第４表）          （初葉） 

法人名 特定非営利活動法人河川から環境を考える○○会 ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

４ 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること 
イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと 

✓ 

ロ 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと 
 ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が８０％以上であ

ること 

 ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の７０％以上を特定非営利活動の事業費に充てていること 

 
イ 

 
 

項        目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時  

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動 
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動 
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対する活動 
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

 
ロ 

 
 

項        目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時  
 

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 
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 （第４表 次葉） 
 
 
ハ 

 

 

項        目 実績判定期間  注・「ハ」について、事業費以外の指

標により計算を行う場合には、

使用した指標及び単位を記載

してください。 

使用した指標 単位 
   

 

 

事 業 費 の 総 額 ① 11,108,000円  

特定非営利活動に係る事業費の額 ② 10,840,000円  

特定非営利活動の割合 （②÷①） ③ 97.58％ 

 ・ 算出方法を具体的に示す資料を 
添付してください。 

  
 
 
ニ 

  

 項                目 実績判定期間  

 

 

受   入   寄   附   金   総   額 ①  5,000,675円 
  

受入寄附金総額のうち特定非営 
利活動に係る事業費に充てた額 ②  4,840,000円 

 

受入寄附金の充当割合 （②÷①） ③ 96.78％ 
  

 
※ハ、ニについて、実績判定期間中に「特定資産」等の勘定科目を設定した場合、その旨を明記して下さい。 

 

 勘 定 科 目 金 額 

 円 

 

第２表「全ての事業活動に係る
金額」と一致します。 

その他の事業に係る事業費は除きます。 
 
 
 
 
 
 
。 

寄附者名簿に記載の寄附金
総額と一致します。 
 
 
 
 
 
 
。 

寄附金のうち、特定非営利活動に
係る事業費に充てた金額を算出
し、記載します。①の金額を超え
る場合は①と同額を記載します。 
 
 
 
 
 
 
。 

特定資産計上によるみなし事業
費加算をする場合、ニ②に加算
した金額を記載します。 
 
 
 
 
 
 
。 

記載例

＜参考　「受入寄附金総額のうち特定非営利活動に係る事業費に充てた額」の考え方について＞
　記載例の法人の場合、経常収益のうち4,000,000 円は国等からの補助金、2,000,000 円は委託の対価
として国等から支払われた金額となっています（→53頁、152頁）。
　この法人の事業費総額は10,840,000円ですが、国等からの補助金と委託の対価として国等から支払わ
れた金額の計 6,000,000 円に該当する事業費については、寄附金を充てることなく補助金等でまかなわ
れることとなります。
　そのため、第４表二②に記載する金額は
　10,840,000（事業費総額）6,000,000（補助金＋委託の対価）＝4,840,000円となります。

　このように、国等からの補助金及び委託の対価としての収入（国等に限らず、民間等からの委託も含
みます）は原則として寄附金に優先して充当されるため、第４表ニの判定にあたっては注意する必要が
あります。




